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冷暖房の運転時間延長をはじめとする柔軟な稼働について

（事務連絡）

近年、酷暑又は厳冬といった気候変動が執務環境に及ぼす影響はますます大きく

なっている上、働き方の多様化により職員の勤務時間等も変化していることから、

良好な執務環境を維持するために夏季・冬季の冷暖房を適切に稼働させることは、

より一層不可欠なものとなっていますb

もとより、省エネルギーの重要性は変わることなく、節電などの取組みを継続す

る必要はありますが、 こうした省エネルギーに向けた取組みは、職員の執務環境の

維持を前提とした上で進める必要があります。

そこで、冷暖房の稼働について、各庁において硬直的な運用となっている場合に

は、種々の要素を考慮して、運転時間延長をはじめとして柔軟な取扱いをするよう

お願いします。

冷暖房の柔軟な稼働に関する取扱いについては、別途会計（管理）課長に連絡し

ますので、事務処理の参考としてください。

なお、貴管内の地方・家庭裁判所にはこの旨を貴職からお知らせください。
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